
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）大磯町こども計画 

（令和７年度～令和11年度） 

骨子案 

９月時点 

【計画書作成にあたっての主なポイント】 

こどもにも「手に取ってもらえる、読んでもらえる」よう意識して作成 

※ 文字は大きく、わかりやすい文言で作成 

※ 図やイラストで見せるなど、シンプルな配置を意識 

※ 多ページに渡ることなく、見開き１ページで見せるよう意識 

※ 用語の解説は、ページ下段に入れ、可能な限りページ数は圧縮 

※ こども向け概要版の文言にはふりがなを入れる 
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町長あいさつ／目次／写真など 

（見開きで配置） 

最終的にデザイン配置 
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第１章 計画の策定 
 

１ 策定の趣旨 
 

本町では、令和２年３月に策定した「第２期大磯町子ども笑顔かがやきプラン」に基

づき、「子育てで選ばれる町！おおいそ」を基本理念に、子育て支援を総合的に進めてき

ました。 

この度、「第２期大磯町子ども笑顔かがやきプラン」が令和６年度で最終年度を迎え

るにあたり、令和５年12月22日に閣議決定された「こども大綱」のもと、神奈川県のこど

も計画である「かながわ子ども・若者みらい計画（仮称）」の内容を勘案し、こども基本

法（令和４年法律第77号令和５年４月１日施行）第10条第２項の市町村こども計画とし

て、「大磯町こども計画」を策定します。 

すべてのこどもは、生まれながらにして、その人格と尊厳を尊重され、幸福追求の権

利を持つ主体であり、すべてのこども・若者が心身ともに健やかに成長し、その能力を最

大限に発揮できるよう社会全体で支援していくことが重要です。 

特に、こどもの最善の利益を最優先に考え、心身の状況、置かれている環境等にかか

わらず、ひとしくその権利が保障され、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな

状態（ウェルビーイング）の向上をめざすことは、持続可能な社会の実現にとっても不可

欠です。 

本計画では、「こども大綱」の理念を考慮しつつ、子ども・若者をめぐる様々な課題

に適切に対応するとともに、こども・若者の視点に立ち、その最善の利益を第一に考え、

こども・若者に係る計画・指針を新たに追加した中で、こども・若者施策を総合的かつ計

画的に推進するべく計画を策定します。 

 

２ 計画の位置付けと計画期間 
 

（１）大磯町こども計画 

本計画は、令和５年に施行された「こども基本法」第10条の規定により努力義務とされ

た、地方自治体（市町村）における、「こども計画」として、国の「こども大綱」や都道

府県こども計画である「かながわ子ども・若者みらい計画（仮称）」を勘案し策定しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の策定 

１ 策定の趣旨 

２ 計画の位置づけと計画期間 

【こども基本法第九条１項】 

政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども大綱を定める。 

【こども基本法第十条】 

市町村はこども大綱を勘案して市町村こども計画を定めるよう、努めるものとする。 

【こども大綱】 

こども施策に関する基本的な方針、重要事項、推進のための必要事項を定め、少子化社会

大綱、子ども・若者育成支援推進大綱、子どもの貧困対策に関する大綱の３大綱をこども

大綱に一本化することとしています。 
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（２）市町村子ども・子育て支援事業計画 

子ども･子育て支援法第61条に基づく「市町村子ども･子育て支援法に基づく基本方

針」を考慮し、本町の実情や取り組むべき課題に対応した子ども･子育て支援事業計画と

して、「大磯町こども計画」に内包する計画として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）次世代育成支援地域行動計画 

次世代育成支援対策推進法は令和７年３月まで延長され、同法８条第１項に規定され

る「市町村行動計画」の策定は任意となりましたが、「次世代育成支援地域行動計画」に

より各種の子育て支援施策･事業が実施されていることから、「子ども・子育て支援事業

計画」とともに、子育て支援施策等を引き継ぐ計画として「大磯町こども計画」に内包す

る計画として位置づけます。 

 

（４）市町村子ども・若者計画・子どもの貧困対策推進計画 

「子ども・若者育成支援推進法」第９条に基づく「市町村子ども・若者計画」及び

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」における「子どもの貧困対策推進計画」は、策

定が努力義務とされています。 

しかしながら、こども・若者に関して、貧困、児童虐待、不登校、ニート、引きこも

り等の問題が深刻化しており、困難を抱える子ども・若者は、生まれ育つ環境の中で、

様々な問題に直面しており、いくつかの問題が相互に影響し合うなど、非常に複雑で多様

な状況に置かれていることから、それぞれを「大磯町こども計画」に内包する計画として

位置づけます。 

 

（５）その他 

「第２期大磯町子ども笑顔かがやきプラン」ですでに一体的な計画として内包してい

た「母子保健計画」、「放課後児童対策パッケージ（新・放課後子ども総合プラン）」

は、引き続き「大磯町こども計画」において、内包する計画として位置づけます。 

 

（６） 他計画との関係 

本計画を推進することで、第五次総合計画で掲げるまちの将来像 「紺碧の海に緑の映

える住みよい大磯」 の実現をめざします。さらに、「地域福祉計画」や「教育大綱」な

ど、本町で実施している関連する計画との整合を図ります。 

 

【子ども･子育て支援法第61条】 

市町村は、基本方針に則して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども･子育て支

援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関係する計画を定め

るものとする。 

【こども基本法第十条】 

自治体こども計画は、既存の各法令に基づく、次世代育成支援計画、子ども･子育て支

援事業計画等を一体のものとして作成することができる。 

その他、位置づけるべき計画等は追記します 
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（７） 計画期間 

本計画の計画期間は令和７年度から令和11年度までの５年間とします。 

なお、上記期間中において、上位法規改正や、本町における施策の変更などが生じた際

は、必要に応じて更新などを行うこととします。 
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計
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大磯町こども計画 

第二期  

大磯町子ども笑顔 

かがやきプラン 

実施計画

実施計画

実施計画



4 
 

 

３ 計画の対象 

 

 

本計画の対象は、乳幼児期から青年期まで（０歳から30歳未満）と、ポスト青年期

（40歳未満の者）を対象とし、個々の施策において対象範囲は定めます。 

 

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 

０歳 ６歳 12歳 18歳 30歳 40歳 

 

 

 

◎計画における用語の用い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 青少年の年齢区分：「各種法令等による青少年の年齢区分」より 

 

 

【子どもの権利条約との関係】 

 

子どもの権利条約は、世界中の子どもたちが守られるべき権利について定めた世界の

合意です。特に以下の４つは、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考える

ことが大切な、「原則」として挙げられています。 

この４原則の精神にのっとり、「主要施策」に取り組んでいきます。 

  １ 差別の禁止（２条） 

  ２ 子どもの最善の利益（３条） 

 ３ 生命、生存及び発達に対する権利（６条） 

  ４ 子どもの意見の尊重（12条） 

＜参考：「子どもの権利条約 第1～40条抄訳一覧」＞ 

３ 計画の対象 

青少年 

子ども 

若者 

青少年  ： ０歳から30歳未満 

子ども  ： 乳幼児期、学童期及び思春期の者 

若者  ： 思春期、青年期の者 

施策によっては、ポスト青年期の者も含む 

少年  ： 20歳未満 

児童・生徒 ： 児童は小学生、生徒は中・高校生 

学童期  ： 小学生 

思春期  ： 中学生から概ね18歳 

青年期  ： 概ね18歳から30歳未満 

ポスト青年期 ： 青年期を過ぎ40歳未満の者 
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こどもの権利条約／SDGS項目を記載します 
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（出典：公益財団法人 日本ユニセフ協会「子どもの権利条約 第1～40条抄訳一覧」) 

 

 

こどもの権利条約／SDGs項目を記載します 
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【SDGs（※）との関係】 

 

町の総合計画の基本理念である「紺碧の海に緑の映える住みよい大磯」の実現も、SDG

ｓの理念と方向性を共有するものです。 

SDGｓの理念や目標の一部を共有するものであり、町として掲げる基本理念の実現のた

めの主要施策の充実・強化に引き続き取り組むことにより、持続可能な大磯の実現を図

り、SDGｓの目標達成にも役割を果たしていきます。 

 

※ SDGｓ（エスディージーズ）Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標） 

2015年の国連において、全会一致で採択された「持続可能な開発目標」先進国を含む国際社会全体

の開発目標として、2030年を期限として、貧困、健康と福祉、教育など17のゴール（目標）を設定 

 

＜参考：ＳＤＧｓ［世界を変えるための17の目標］＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連するSDGｓの目標】 

   

   

１ 貧困をなくそう 

３ すべての人に健康と福祉を 

４ 質の高い教育をみんなに 

８ 働きがいも経済成長も 

10 人や国の不平等をなくそう 

11 住み続けられるまちづくりを 

こどもの権利条約／SDGs項目を記載します 
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第２章 国の動向と大磯町の現状 

 

１ 国の動向 

 

（１）こども基本法の制定 

令和５年４月１日、「子どもの権利を守る法律」として、こども基本法が施行されま

した。子どもの生活や権利が十分に守られていない状況で、若い世代の中でも「子どもを

満足できる環境で育てられるか不安」と感じる風潮が強くなっています。 

政府は、子どもの利益を一番に考え、子ども関連の取組を国の中心に据えることが重

要という認識からこども基本法の制定を行いました。 

 

（２）こども大綱の閣議決定 

こども基本法第九条には、「政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施

策に関する大綱を定めなければならない」とあり、令和５年12月に「こども大綱」が閣議

決定されました。 

こども大綱では「こども」から「こどもや若者」と対象が広げられ、「若者」につい

ては20代、30代を中心とする若い世代とされています。 

 

（３）止まらない少子化 

国における出生数は減少傾向で推移しており、令和４年には770,759人となっていま

す。また、合計特殊出生率は、平成17年に過去最低の1.26を記録して以降増加傾向に転じ

ていましたが、平成27年以降ふたたび減少に転じ、令和４年には過去最低の1.26と並びま

した。人口維持に必要とされる2.07には大きな隔たりがあります。 

 

出生数及び合計特殊出生率の年次推移(全国) 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」  

 

国の人口構成の長期的展望では、2050年には生産年齢人口は2,453万人、若年人口は約

518万人減少し、高齢者は約454万人増加すると推計されています。 

若年人口が減少していく上に、現在家庭を持っている若者でも、子どもを持つことに

不安を持っており、出生率の低下を生んでいます。 

その背景には、経済的な不安、仕事との両立が難しい、家庭内での男女の共子育てが

進んでいないことなどが挙げられ、いずれも社会全体で取り組まないと解決が難しい問題

となっています。 

第２章 国の動向と大磯町の現状 

１ 国の動向 
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平成１７年

･出生数1,062,530人

・合計特殊出生率１．２６(過去最低)

令和４年

･出生数770,759人

・合計特殊出生率１．２６(過去最低)



9 
 

総人口及び年齢構成の長期的推移 

 

資料：令和2年10月 国土審議会計画推進部会「国土の長期展望」中間とりまとめ 

 

（４）生きづらさを抱える若者 

若者の自殺者は平成30年まで減少傾向にありましたが、令和２年以降、20歳代、 30

歳代は横ばいで推移し、10歳代は増加傾向を示しています。小中高生別にみた自殺者数は

コロナ禍である令和２年以降増加傾向が著しくなっています。 

若者の自殺の要因の上位３位は、「学校問題」、「健康問題」、「家庭問題」であ

り、いじめなどの集団における生きづらさ、病気や障害を抱える若者と家族、親からの虐

待などの問題が見えてきます。 

若者の自殺者数の推移(全国) 

 
資料：厚生労働省・警察庁「令和５年中における自殺の状況」 

 

 

2 1 1 0 0 0 0 1 2 0
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～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳
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（５）子どもの貧困対策の推進 

国民生活基礎調査に基づく、相対的に貧困の状態にあるこどもの割合は11.5％となっ

ており、特にひとり親世帯の貧困率は44.5％と高くなっています。 

OECDによれば、2021年の加盟国の貧困格差※では、わが国は、ハンガリーに次いで第2

位と高くなっています。※貧困層の平均所得が貧困線を下回る割合のこと 

貧困で教育を十分受けられなかった子ども達は、大きくなっても望む仕事に就けなか

ったり、必要な収入を得られなくなったりする可能性があります。 

また、その子どもに子どもができた場合、十分な教育費をかけられなくなる可能性が

あります。このような貧困の連鎖は当事者ばかりでなく社会全体の損失であり、子どもの

現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、社会全体で取

り組まなくてはならない課題です。 

 

世界各国の貧困格差 

 

資料：OECD「Web」サイト 

こどもの貧困率・ひとり親家庭の貧困率(全国) 

 

資料：こども家庭庁「令和4年度子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施状況」 

 

（６）希望する全ての家庭が子どもを産み育てやすい社会 

地域や家庭では子どもの数が減少するとともに、核家族化の進行や就労環境の変化な

ど、子どもと家庭を取り巻く環境が大きく変化しており、質の高い幼児期の教育・保育の

確保や子育ての不安に寄り添い、孤立をさせないための支援に向けて、中期的な視点で子

ども･子育て支援施策を推進していくことが求められます。 

36.7

0％

10％

20％

30％

40％

50％
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２ 大磯町の現状 

 

（１） 人口•世帯等の推移 

本町の人口（各年１月１日現在）は、平成 26 年以降減少傾向を示していましたが、令和

３年に増加に転じ,その後はまた減少しています。令和６年の人口総数は31,146人となってい

ます。 

世帯数は、平成 27 年以降一貫して増加傾向が続いており、令和 6 年は 12,973 世帯とな

っています。 

人口は微減傾向に対して、世帯数は増加傾向のため、１世帯あたりの人員は減少してお

り、平成 27 年の１世帯あたり人員 2.57 人から令和 6 年には 2.40 人となっていま

す。 

人口と世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）神奈川県人口統計調査 

 

年齢３区分別人口構成の推移では、年少人口(15 歳未満)、老年人口（65 歳以上）の

割合が減少する一方で、生産年齢人口（15～64 歳）の割合が増加しています。 

 

年齢３区分別人口構成の推移 

 

出典）神奈川県人口統計調査 

12.0 11.6 11.5 11.5 11.4 11.4 11.3 11.1 10.9 10.8

31.3 32.6 33.3 33.8 34.2 34.5 34.3 34.7 34.7 34.9

56.7 55.8 55.1 54.7 54.4 54.1 54.4 54.2 54.4 54.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

0～１４歳 ６５歳以上 １５～６４歳

２ 大磯町の現状 

32,439

31,550 31,467 31,449 31,467
31,284

31,113
31,475 31,353

31,146

12,820

12,279 12,375 12,491 12,610 12,661 12,736 12,770 12,880 12,973

7,000世態

8,000世態

9,000世態

10,000世態

11,000世態

12,000世態

13,000世態

14,000世態

28,000人

29,000人

30,000人

31,000人

32,000人

33,000人

34,000人

35,000人

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総人口 世帯数
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（２）出生数･出生率 

出生数は、平成 26 年の 169 人から微増が続いていましたが、平成 30 年は 167 人とな

り、その後減少が続いています。 

 

大磯町 出生数の推移 

 

出典）神奈川県人口統計調査 

 

 

 

本町の合計特殊出生率は、変動が大きく、全国平均や神奈川県平均を上回るときもあれば

下回る時もありましたが、令和 3 年には 1.1 と全国平均や神奈川県平均を大きく下回って

います。 

 

合計特殊出生率の推移（全国、神奈川県、大磯町比較） 

 

出典）大磯町--神奈川県衛生統計年報 全国--人口動態統計 
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1.29 1.29

1.1

1.36
1.34

1.33

1.28
1.26

1.22
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1.33

1.3
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1.5
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平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年

大磯町 神奈川県 全国
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（３）未婚率 

女性の未婚率は、神奈川県との比較では、 20～39 歳の未婚率が高くなっています。 

 

女性の未婚率（神奈川県、大磯町比較） 

 

 

出典)国勢調査 R2 

 

 

 

（４）児童･若者人口 

本町の児童･若者人口（ 0～39 歳）は平成 28 年の 11,226 人から令和6年の  9,374 人まで

減少傾向で推移しています。年齢階層別にみると、11 歳未満と 22 歳以上で減少、12 歳

～21 歳で微増となっています。 

 

大磯町 児童･若者人口の推移 

 

出典）神奈川県人口統計調査 

 

  

99.9 
95.9 

67.9 

44.5 

24.5 

16.2 16.9 15.0 
10.2 7.8 

4.2 

99.2

88.5

60.6

33.9

22.3
18.0 16.4

13.8
10.7

7.9
4.4
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80%
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大磯町

神奈川県
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1,653 1,642 1,507 1,491 1,492 1,466 1,422 1,534 1,468
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1,112 1,136
1,026 1,045 1,068 1,072 1,060 1,013 1,044

1,133 1,202
1,067 1,059 1,029 1,041 1,068 1,011 1,053

4,091 4,122

3,644 3,483 3,331 3,189 3,074 3,114 3,001
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10,128 9,996 9,760 9,600 9,458 9,493 9,374
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4,000人
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（５）女性の就業状況 

女性の年齢別就業率は 10 年前の平成 22 年と比較すると、25 歳以上の年齢層全般で増

加しており、女性の社会進出がより顕著となっています。特に50歳代、60歳代の比較的高

い年齢層での増加が目立ちますが、30歳代、40歳代も増加しています。全国との比較で

は、25～34歳、45～54歳で全国を上回っています。 

女性の未婚・既婚別の就業率では、若い世代を中心に未婚の就業率が既婚の就業率を

上回っていますが、50～54 歳、60～64 歳、75 歳以上で既婚の就業率が未婚の就業率を

上回っています。 

 

 

大磯町 女性の年齢別就業率推移 

 

出典）国勢調査 

 

 

 

女性の年齢別就業率令和２年(大磯町・未婚・既婚別) 

 

出典）国勢調査 
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（６）婚姻 

婚姻率、離婚率は、増減を繰り返しながら全体として減少傾向を示しています。 

 

大磯町 婚姻率(人口1000人対)推移 

 

出典）神奈川県衛生統計年報より算出 

 

大磯町 離婚率(人口1000人対)推移 

 

出典）神奈川県衛生統計年報より算出 
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その他、必要なデータ等を追記します 
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（７）児童・若者人口推計 

計画期間である令和７年度から令和11年度までの児童･若者人口の推計では、各歳でみ

ると微増•微減がありますが、「合計」をみると減少傾向が見込まれます。 

 

【単位：人】 

 

  

年齢 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

0歳 128 123 119 115 113

1歳 148 138 133 128 125

2歳 185 154 144 138 133

3歳 168 188 157 146 140

4歳 170 174 194 164 152

5歳 209 180 182 202 173

小計（0～5歳) 1,009 958 928 893 835

6歳 215 212 182 184 204

7歳 252 224 220 190 191

8歳 249 257 229 225 194

9歳 242 251 260 232 227

10歳 238 245 255 263 235

11歳 250 241 247 257 266

小計（6～11歳) 1,446 1,429 1,392 1,350 1,317

12歳 253 252 243 249 259

13歳 283 257 256 246 253

14歳 300 282 257 256 246

小計（12～14歳) 837 792 755 751 758

15歳 258 304 286 260 259

16歳 296 256 302 285 259

17歳 291 297 258 304 286

小計（15～17歳) 845 857 846 849 804

18歳 286 293 299 259 305

19歳 273 273 280 286 246

20歳 258 273 273 280 285

21歳 274 252 268 267 275

小計（18～21歳) 1,091 1,091 1,120 1,092 1,112

22歳 239 257 234 251 249

23歳 193 221 236 211 231

24歳 193 173 203 215 189

25歳 168 174 154 187 195

26歳 172 150 159 138 172

27歳 172 164 142 153 130

28歳 166 163 155 134 145

29歳 152 161 158 150 129

30歳 200 146 157 153 145

31歳 176 201 147 158 154

32歳 176 176 200 147 157

33歳 195 180 180 204 151

34歳 173 193 177 177 202

35歳 205 176 196 181 181

36歳 248 204 176 196 180

37歳 256 258 214 184 203

38歳 280 255 256 212 183

39歳 288 292 267 267 224

小計（22～39歳) 3,652 3,545 3,412 3,318 3,221

合計 8,879 8,671 8,454 8,253 8,045
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※児童･若者人口の推計は、以下の考え方で基準年を令和３年、実績年を令和６年とし、

最近の動向を反映した推計を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余白にはこども関連のイラストを入れます 
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第３章 こども・若者・子育ての状況と課題 
 

１ こども・若者の状況と課題 
 

本町の若者の多くは現状の生活に充実感を感じており、家族との幸福な生活を求めてい

ることが意識調査で分かりました。生活の満足度も 9 割が高い満足度を示しています。 

このような若者を取り巻く環境を維持し、より良いものにしていくことはもちろんのこ

と、生きづらいと感じる環境に置かれている若者も少なからず存在することから、すべて

の若者が生きづらさを感じることのないように施策の展開を図っていくことが求められて

います。 

 

（１） 児童虐待 

本町の虐待に関する相談数は平成 30 年以降増加傾向にあり、その大半は児童虐待に関

するものが占めています。 

虐待に関する相談数の推移 

 

（２） イジメ･暴力･不登校 

神奈川県における小･中。高等学校における暴力行為、イジメの発生件数は平成26年度以

降増加傾向にあり、コロナ禍の令和２年に一時減少したものの、令和３年以降増加を続け

ています。 

また、学校の長期欠席者も平成26年度以降増加傾向にあり、特に令和３年以降急増して

います。 

 

暴力行為発生件数の推移（公立小・中･高等学校） イジメ認知（発生）件数の推移（公立学校） 

 

第３章 こども・若者・子育ての状況と課題  

１ こども・若者の状況と課題 
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（３） 自殺･ひきこもり 

全国における令和５年中の自殺者

数は 21,818 人で、年齢階級別にみ

ると、40 歳未満の若者が 27.1 ％

を占めています。 

 

 

 

 

 

 

（４） 貧困 

本町における子育て中（未就学児）

の世帯所得では、相対的貧困（貧困線

未満）の割合は 6.6 ％（33世帯）

で、このうちひとり親世帯は４世帯で

した。 

 

 

 

 

 

 

（５） ヤングケアラー 

本町の若者（中学生以上）で家族の世話をしている人（ヤングケアラー）の割合は 

5.6％みられ、家事、買い物、病院の付き添い、日常の見守り、兄弟の世話などに時間が割

かれていることが分かります。 

 

家族の世話の有無 世話をしている家族 

 

 

  

いる

5.6％

いない

94.3％

無回答 0.1％

n = 773n = 773

23人, 53.5

26人, 60.5

14人, 32.6

6人, 14.0

0人, 0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

お父さん

お母さん

きょうだい

おじいさん、おばあさん

無回答

n=43

複数回答

～19歳

3.7

20～29歳

11.5

30～39歳

11.8

40～49歳

16.6

50～59歳

19.2

60～69歳

12.8

70～79歳

13.3

80歳～

10.8

不詳

0.2

全国自殺者数

21,818人

若者

27.1％

年齢別自殺者割合（全国･令和5年） 

資料：警察庁の自殺統計に基づく自殺者数の推移等R5 

貧困線未満

33

6.6%

貧困線～中央値未満

125

24.9%

中央値以上

332

66.0%

無回答

13

2.6%

n=503

資料：大磯町子ども･子育て支援に関するニーズ調査（未就学児）
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（６） 若者の生活意識 

若者（中学生以上）が考える理想的な生き方は「家族と幸せに暮らすこと」であり、将

来に向けては「収入･生活費」に不安を感じています。 

生活の充実度では、「自分のことを大切に思ってくれる人がいる」、「頼れる人（家族･

友人･地域の人等）がいる」、「自分の居場所や役割(家庭・地域･学校等）がある」の回答

が6割を超えており、現在の幸せ度では、「幸せ度 ８ 」が 23.9 ％で最も高く、『幸せ度 

５ ～とても幸せ 10 』の割合は 90.7 ％と ９ 割を超えて高くなっています。 

『幸せ度４～とても不幸１ 』と回答した割合は 9.2 ％みられました。 

 

理想とする生き方 将来への不安 

 

生活の充実度 

 

現在の幸せ度 

 

資料：大磯町子ども･子育て支援に関するニーズ調査（中学生以上） 

 

  

74.6

71.7

71.2

55.0

18.1

7.2

0.3

2.6

0.5

0.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

家族と幸せに暮らすこと

経済的に豊かになること

自分の好きなように暮らすこと

友達など周囲の人と楽しく付き合っていくこと

社会やほかの人のために尽くすこと

社会的な地位や名誉を得ること

特に重視することはない

その他

わからない

無回答

n=773

複数回答

76.6

46.6

45.8

37.6

31.0

21.3

20.3

19.3

15.9

13.7

12.3

3.0

3.6

0.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

収入・生活費

家族の生活

就職・仕事

自分の健康

社会情勢

人間関係

生きがい

恋愛・結婚

なんとなく不安

孤独・孤立

勉強・進学

その他

不安を感じていない

無回答

n=773

複数回答

66.0

66.2

61.4

32.5

31.4

25.6

24.1

27.3

44.2

37.4

6.6

5.7

7.8

16.0

16.0

1.0

2.3

2.3

5.0

9.4

0.6

1.4

1.0

2.1

5.6

0.1

0.3

0.1

0.1

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分のことを大切に思ってくれる人がいるか

頼れる人（家族･友人･地域の人等）がいるか

自分の居場所や役割(家庭・地域･学校等）が

あるか

日々の暮らしを楽しく過ごしているか

自分のやりたいこと(趣味･遊び･まなび･活

動等）ができているか

そう思う どちらかと

いうと

そう思う

どちらとも

いえない

どちらかと

いうとそう

思わない

そう

思わない

無回答

とても幸せ

10

16.9

幸せ度

９

12.3

幸せ度

８

23.9

幸せ度

７

19.8

幸せ度

６

9.3

幸せ度

５

8.4

幸せ度

４

4.5

３ 2.8 ２ 0.8 とても不幸１ 1.0

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=773

とても幸せ

10

幸せ度

９

幸せ度

８

幸せ度

７

幸せ度

６

幸せ度

５

幸せ度

４

３ ２ とても不幸１ 無回答
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２ 子育て当事者の状況と課題 

 

～令和5年度大磯町子ども笑顔かがやきプランニーズ調査（未就学・小学生）の結果～ 

 

昨今、女性の社会進出が進む中、子育ては男性の協力はもちろんのこと、祖父母等の親

戚や知人の協力も頼りにされています。子どもの発熱や冠婚葬祭等の緊急時に、近くに協

力者がいてくれることが大事になってきます。大磯に返ってきて子育てをしている人の大

きな理由は家族がいることでした。今後、女性の就労支援に関わる子育て支援サービスの

充実は勿論ですが、家族や地域で支えあって子育てをしている人たち、同居、近居、町内

近居等に対する支援も考えていく必要があります。そのような環境が整えば、若い人たち

が就労等で町外に出て行っても、子育てをする段階では大磯に帰ろうという気持ちになる

のではないでしょうか。 

 

（１） 家庭での子育ての状況について 

配偶者の子育て協力状況は、未就学・小学生ともに「よくやっている」と「時々やって

いる」を合わせた＜よくやっている＞は、７割以上が夫婦で協力して子育てしている傾向

がうかがえます。 

家族で協力して子育てをしている状況から、今後は、母親だけでなく父親への支援も必

要と思われます。 

配偶者の子育て協力状況 

 

 

 

 

（２） 子育てに関する周囲の協力状況について 

未就学・小学生ともに＜みてもらえる人がいる＞は８割台となっており、いざという時

には親族や知人からの協力が得られる家庭環境にあるといえます。しかし一方で、「日常

的に祖父母等の親族にみてもらえる」は未就学では２割台後半、小学生では３割台となっ

ており、日常的な協力を得ている家庭は少数派です。 

 

  

40.6 47.3 10.1

1.4

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未就学調査

n=207

２ 子育て当事者の状況と課題 

21.1 49.8 16.4

3.7

9.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生調査

n=299

よくやっている 時々やっている あまりやらない まったくやらない 無回答
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（３） 生活するうえでの不安や悩みについて 

未就学・小学生ともに「教育費に関すること」が６割台で最も高く、次いで「子育て・

教育に関すること」、「生活費に関すること」、「仕事に関すること」、「健康に関する

こと」の順に挙げられています。 

生活するうえでの不安や悩み 

【未就学調査】      【小学生調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 保護者の就労状況について 

保護者の就況は、父親では未就学・小学生ともにフルタイム就労が９割以上を占めてい

ます。 

母親の就労している割合を経年で比較すると、平成25年度回調査（33.8％）、平成30年

度調査（51.5％）、令和5年度調査（65.6％）と大きく増加しています。小学生では、＜パ

ートアルバイト就労(育休中の1.7％を含む)＞が44.7％（平成30年度調査42.0％）と多く、

就労している母親が72.5％と７割以上を占めています。 

以下、父母の就形態等を考慮した「家族類型」を次の形で区分しました。 

 

区 分 内 容 未就学児 小学生 

ひとり親家庭 ひとり親(就労形態に関わらず) 2.0％ 4.2％ 

フルタイム就労 両親ともにフルタイムで就労 39.2％ 24.3％ 

フルタイムパート 両親のいずれかがフルタイム、いずれかがパートタイム就労 22.7％ 42.9％ 

専業主婦(夫) 両親のいずれかがフルタイムで就労している 33.0％ 26.6％ 

パート・パート 両親ともにパート 0.0％ 0.0％ 

無職 両親ともに無職 0.0％ 0.0％ 

分類不能 不明 3.2％ 2.0％ 

 

就労状況を経年で比較すると、この10年の間に確実に共働き家庭が大きく増加してお

り、この変化に対応した施策を検討していく必要があります。 

 

  

61.8

54.7

54.5

44.3

28.4

13.9

10.3

10.1

0.2

2.8

3.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

教育費に関すること

子育て・教育に関すること

生活費に関すること

仕事（就職・転職含む）に関すること

健康（病気）に関すること

住居に関すること

友人・隣人との付き合いに関すること

家族・パートナーに関すること

結婚に関すること

その他

無回答

n＝503

複数回答

61.3

51.7

46.5

32.9

32.4

14.1

13.3

12.5

0.3

3.5

5.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

教育費に関すること

子育て・教育に関すること

生活費に関すること

仕事（就職・転職含む）に関すること

健康（病気）に関すること

住居に関すること

友人・隣人との付き合いに関すること

家族・パートナーに関すること

結婚に関すること

その他

無回答

n=602

複数回答
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（５） 大磯町に転入した理由について 

（第１子が生まれたとき、又は妊娠の際、大磯町に住んでいなかった方） 

未就学での上位3位の項目は、「自然環境が良い」、「家賃や住宅購入費が安い」、「親

族が大磯町に住んでいる」の順、一方小学生では「自然環境が良い」、「親族が大磯町に

住んでいる」、「治安が良い」の順となっています。 

 

大磯町に転入した理由 

【未就学調査】 【小学生調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 子どもを健やかに育てるために必要と思われることについて 

未就学での上位3位の項目は、「出産や育児のしやすい労働条件を促進する」、「保育所

や幼稚園などの費用負担を軽減する」、「児童館や身近な公園など、子どもの安全な遊び

場を確保する」の順、一方、小学生では「児童館や身近な公園など、子どもの安全な遊び

場を確保する」、「子どもの個性を尊重した、ゆとりある教育を進める」、「学校にかか

るお金の支援（学校教育にかかる費用の助成・免除）」の順となっています。 

 

子どもを健やかに育てるために必要と思われること 

 

【未就学調査】  【小学生調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56.5

40.8

34.2

22.8

6.0

2.7

2.2

1.1

0.5

0.0

16.8

0.0

0％ 20％ 40％ 60％

自然環境が良い

家賃や住宅購入費が安い

親族が大磯町に住んでいる

治安が良い

交通の便が良い

買い物等生活するのに便利

教育環境が良い

認可保育所など、子育て支援サービスが充実している

公共施設や道路・公園・下水道などが整っている

医療機関が充実

その他

無回答

n=184

複数回答

58.8

37.4

25.5

24.5

6.5

5.1

2.4

1.4

1.0

1.0

18.7

0.7

0％ 20％ 40％ 60％

自然環境が良い

親族が大磯町に住んでいる

治安が良い

家賃や住宅購入費が安い

交通の便が良い

教育環境が良い

買い物等生活するのに便利

認可保育所など、子育て支援サービスが充実している

医療機関が充実

公共施設や道路・公園・下水道などが整っている

その他

無回答

n=294

複数回答

0

児童館や身近な公園など、子どもの安全な遊び場を確保する

子どもの個性を尊重した、ゆとりある教育を進める

学校にかかるお金の支援（学校教育にかかる費用の助成・免除）

普段は経験できないようなイベントやスポーツ、遊びなどを無料で体験できる機会

自然環境を保護し、子どもが自然とふれあう体験の機会を増やす

学校での放課後などの居場所の提供（放課後に立ち寄れる場所、校内カフェなど）

学校や家庭以外での学習支援（無料で勉強を教えてもらえる場所など）

男性と女性が一緒に家事・育児に参加していくという考え方を広める

子どもの意見を政策に反映させる仕組みづくり

子ども食堂や子ども宅食※

54.5

34.1

32.6

31.1

25.9

21.6

21.3

10.6

9.8

8.6

0％ 20％ 40％ 60％

児童館や身近な公園など、子どもの安全な遊び場を確保する

子どもの個性を尊重した、ゆとりある教育を進める

学校にかかるお金の支援（学校教育にかかる費用の助成・免除）

普段は経験できないようなイベントやスポーツ、遊びなどを無料で体験できる機会

自然環境を保護し、子どもが自然とふれあう体験の機会を増やす

学校での放課後などの居場所の提供（放課後に立ち寄れる場所、校内カフェなど）

学校や家庭以外での学習支援（無料で勉強を教えてもらえる場所など）

男性と女性が一緒に家事・育児に参加していくという考え方を広める

子どもの意見を政策に反映させる仕組みづくり

※

n=602

複数回答

50.9

48.9

40.8

38.4

21.1

19.7

18.5

17.5

16.1

12.9

0％ 20％ 40％ 60％

出産や育児のしやすい労働条件を促進する

保育所や幼稚園などの費用負担を軽減する

児童館や身近な公園など、子どもの安全な遊び場を確保する

親の就労状況や通勤時間に応じた保育を進める

妊婦や子ども連れでも安心して自由に活動できるまちづくりを進める

子どもの個性を尊重した、ゆとりある教育を進める

自然環境を保護し、子どもが自然とふれあう体験の機会を増やす

男性と女性が一緒に家事・育児に参加していくという考え方を広める

子育て家庭の家事を支援するサービス

出産や子育てについて気軽に相談できるようにする
n=503

複数回答
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３ 子育てをめぐる町民の意識 

 

本町における子育て環境や子育て支援の満足度は高く、その背景には、恵まれた自然環

境に加えて、気軽の相談できる人や子育て仲間など、身近な親族知人友人といった存在の

大きさがうかがえます。 

安心して子育てをするためには、「子育て中の親子が集まったり遊べる場を増やす」、

「地域の大人たちが連携して、子どもの活動を育成・支援する場をつくる」など、地域ぐ

るみの子育て支援が重要な課題となっています。地域ぐるみの子育て支援を進めること

で、ひとり親家庭や相談できる人がいないなど孤立しがちな世帯に対して、孤立させない

支援を進めていく必要がありあります。 

 

（１） 気軽に相談できる人、子育て仲間について 

気軽に相談できる人については、未就学では「祖父母等の親族」と「友人や知人」が７

割以上で高く、小学生では「友人や知人」が７割、「祖父母等の親族」が６割台挙げられ

ていること、子育ての仲間については、９割以上の人が＜いる＞としていることから、身

近な親族知人友人といった存在の大きさがうかがえます。 

気軽に相談できる人 

【未就学調査】  【小学生調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援総合センター（めばえ）・子育て支援センター（すくすく）・つどいの広場 

 

【未就学調査】  【小学生調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 子育てをめぐる町民の意識 

78.5

75.1

25.4

18.5

16.3

15.5

12.5

7.0

5.2

3.0

0.2

4.4

3.0

0.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

祖父母等の親族

友人や知人

子育て支援総合センター（めばえ）・子育て支援センター（すくすく）・…

幼稚園教諭

近所の人

保育士

かかりつけの医師

保育教諭（認定こども園の先生）

保健所・保健センター

町の子育て関連担当窓口

民生委員・児童委員

その他

相談相手はいない・相談先はない

無回答

n＝503

複数回答

子 育 て支 援 総 合 センター等 ※   

75.1

66.9

23.3

14.6

7.8

4.8

1.0

0.7

0.3

4.3

4.0

1.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

友人や知人

祖父母等の親族

学校の先生

近所の人

かかりつけの医師

子育て支援総合センター（めばえ）・子育て支援センター（すくす…

保健所・保健センター

町役場の子育て関連担当窓口の職員

民生委員・児童委員

その他

相談相手はいない・相談先はない

無回答

n=602

複数回答

子 育 て支 援 総 合 センター等 ※   

子どもを預けるこ

とができるくらい

の仲間がいる

25.6％

話をする仲間が

いる

65.6％

いない

7.8％

無回答 1.0％

n = 503

子どもを預ける

ことができるくら

いの仲間がいる

39.0％

話をする仲間が

いる

52.7％

いない

8.0％

無回答 0.3％

n = 602
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（２） 安心して子育てをするために必要な地域の取り組みについて 

未就学では、「子育て中の親子が集まったり遊べる場を増やす」が６割弱、「地域の大

人たちが連携して、子どもの活動を育成・支援する場をつくる」が４割強となっているこ

となどからも、地域ぐるみの子育て支援は今後も重要な課題となっています。 

ひとり親家庭（本調査結果では２％、10名）では、両親のいる家庭に比べて「子どもを

預けることができるくらいの仲間がいる」割合が１割(両親のいる家庭は２割～３割)と低

く、「いない」が1割いること、相談できる人が「いない」も1割いることなどは地域支援

に関する注目すべき結果であり、孤立させないための支援をより一層充実していくことも

課題といえます。 

安心して子育てをするために必要な地域の取り組み 

【未就学調査】  【小学生調査】 

  

 

 

（３）子育ての環境や支援の満足度について 

未就学、小学生ともに、「ふつう」が3～4割で最も高く、次いで「満足度がやや高い」

が2割代、「満足度がやや低い」が1割代の順となっています。 

 

子育ての環境や支援の満足度 

 

 

 

 

 

 

  

56.5

42.3

39.8

36.6

32.8

13.7

12.9

8.7

5.8

1.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

子育て中の親子が集まったり遊べる場を

増やす

地域の大人たちが連携して、子どもの

活動を育成・支援する場をつくる

子どもと親が一緒にできる活動を増やす

子育て中の人や子育て経験者が身近に

集まれる場や仕組みをつくる

学校や保護者、地域の人たちが協力し、

子どもの安全や非行防止の活動をする

子育てサークルなどのグループの

自主的な活動がしやすい仕組みをつくる

ボランティアが活動しやすい環境をつくる

その他

特に必要ない

無回答

n＝503

複数回答

4.0 21.1 42.3 18.1

4.2

10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未就学調査

n=503

44.9

42.0

38.0

35.0

31.9

13.8

11.8

8.3

6.8

1.5

0％ 20％ 40％ 60％

学校や保護者、地域の人たちが協力し、

子どもの安全や非行防止の活動をする

子育て中の親子が集まったり遊べる場

を増やす

地域の大人たちが連携して、子どもの

活動を育成・支援する場をつくる

子どもと親が一緒にできる活動を

増やす

子育て中の人や子育て経験者が身近に

集まれる場や仕組みをつくる

ボランティアが活動しやすい環境を

つくる

子育てサークルなどのグループの

自主的な活動がしやすい仕組みをつくる

その他

特に必要ない

無回答

n=602

複数回答

2.5 20.6 33.7 12.5

2.7

28.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生調査

n=602

満足度が高い 満足度がやや高い ふつう 満足度がやや低い 満足度が低い 無回答
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４ 子育て支援サービスの現状と課題 

 

本町では、第１次、第２次の「子ども・子育て支援事業計画」によって、様々な子ども・子育て

支援サービスの充実に取り組んできました。 

その結果、「今後も大磯町で子育てをしたい」人が、未就学児、就学児ともに９割近くに達し

ています。 

しかし、各サービスをみてみると、保育需要に対して供給不足が見込まれ、放課後児童クラ

ブでは確保方策を超える利用ニーズが見込まれています。 

また、要支援・要保護児童等支援事業等では引き続き、早期発見、適切な保護と対応が必

要です。 

様々な支援サービスを実施する中で、利用率の低いサービスもあり、広く知っていただく工

夫を引き続き行っていく必要があります。 

併せてこれまで実施できていないサービスの実施に向けた検討、町独自では難しいサービス

については、周辺の自治体との協力・連携を図って進めていくことも検討が必要です。 

 

（１）第２期子ども笑顔かがやきプランの総括 

 

令和２年度から令和６年度までを計画期間とする「第２期大磯町子ども笑顔かがやきプ

ラン」は、毎年度、記載されている事業及び量の見込と確保方策について、進行管理を実

施しています。令和４年度には量の見込と確保方策について、中間評価を行い、見込み及

び確保方策の修正を行いました。 

令和６年度は計画期間最終年度ではありますが、次期計画へとつなげていく必要がある

ことから、現時点（令和２年度～５年度）までの総括を行うものです。 

 

１．基本方針及び計画の目標値 

第２期大磯町子ども笑顔かがやきプランでは、基本方針として①安心して子どもを産み、

育てられる子育て環境づくりの促進、②家庭、地域、行政が連携し子どもを育てていく体

制づくりの促進、③多様な保育サービスなど子育て支援機能の充実を掲げています。 

また、計画の目標値としては、0～14 歳人口の割合を評価指標としています。 

令和５年度においては、目標値 11.5%に対し、10.8％と、0.7 ポイント下回る結果となっ

ています。計画期間である令和２年度からみても徐々に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 子育て支援サービスの現状と課題 
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２．計画事業の進行状況 

（１）年度別評価の推移 

 事業ごとにみると、令和２年度 61 事業がＡであったのに対し、令和４年度は新型

コロナウイルス感染症の影響により事業の縮小や中止があったため、57 と減少してい

ます。めです。令和５年度は 67 事業がＡとなったのも、その影響がなくなったためと

思われます。 

 事業評価がＣであるものについては、子育て短期支援事業の実施に向けた環境整備

（保護者が病気になった場合などに一時的に児童を短期間（７日間程度）預かる「シ

ョートステイ」の施設）と「認定こども園関係」となっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 （２）基本目標別の事業評価 

   基本目標ごとの事業評価（Ａ＋Ｂ）を見ると、令和５年度の基本目標２・３は、計

画開始年度の令和２年度と比較して達成数を上回っており、基本目標１・４・６では

同程度の達成となっています。 

 一方、同期間を比較して達成数を下回った基本目標５の理由は、「認定こども園関係」

となっています。 

 

 

３．時点総括 

 令和３年度から令和４年度について、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、Ａ評価

の減少はありましたが、令和５年度では策定当初（令和２年度）を上回る結果となってい

ます。しかしながら、評価指標の数値は年々減少傾向がみられる状態です。 

 次期計画の策定にあたっては、減少要因の把握を行うとともに、指標の設定等の検討が

必要です。 

年 度 
評 価 事業

数 Ａ Ｂ Ｃ 

令和２年度 61 33 1 95 

令和３年度 56 38 1 95 

令和４年度 57 34 4 95 

令和５年度 67 25 3 95 

基本目標 R2 R3 R4 R5 項目数 

1 子どもたちの生きる力を育む環境づくり 18 9 18 18 19 

2 子どもの心豊かな成長を育む環境づくり 13 7 17 16 16 

3 子育て家庭にとって安全で安心なまちづくり 22 8 23 23 23 

4 地域が支える子育て環境づくり 13 7 13 13 14 

5 子育てと仕事の両立支援 12 4 11 11 12 

6 心配りが必要な子どもたちへの支援 11 3 11 11 11 

【参考】 

Ａ 事業目標を達成した。または達成した事

業を継続的に実施できている。 

Ｂ 事業目標に達していないが、概ね成果が

あった。 

Ｃ 事業が未着首、または検討段階にある。 


